
区域の名称 土地の区域 

袖―１ 袖ケ浦市久保田及び代宿の区域のうち、次の図面に示す区域

から災害危険区域等を除いた区域 

袖―２ 袖ケ浦市神納、蔵波、久保田及び飯富の区域のうち、次の図

面に示す区域から災害危険区域等を除いた区域 

袖―３ 袖ケ浦市神納の区域のうち、次の図面に示す区域から災害危

険区域等を除いた区域 

袖―４ 袖ケ浦市奈良輪及び坂戸市場の区域のうち、次の図面に示す

区域から災害危険区域等を除いた区域 

袖―５ 袖ケ浦市坂戸市場の区域のうち、次の図面に示す区域から災

害危険区域等を除いた区域 

袖―６ 袖ケ浦市坂戸市場及び神納の区域のうち、次の図面に示す区

域から災害危険区域等を除いた区域 

袖―７ 袖ケ浦市神納及び飯富の区域のうち、次の図面に示す区域か

ら災害危険区域等を除いた区域 

袖―８ 袖ケ浦市大曽根及び野田の区域のうち、次の図面に示す区域

から災害危険区域等を除いた区域 

袖―９ 袖ケ浦市大曽根、勝及び岩井の区域のうち、次の図面に示す

区域から災害危険区域等を除いた区域 

袖―１０ 袖ケ浦市下泉及び岩井の区域のうち、次の図面に示す区域か

ら災害危険区域等を除いた区域 

袖―１１ 袖ケ浦市永地及び下泉の区域のうち、次の図面に示す区域か

ら災害危険区域等を除いた区域 

袖―１２ 袖ケ浦市横田の区域のうち、次の図面に示す区域から災害危

険区域等を除いた区域 

袖―１３ 袖ケ浦市大鳥居の区域のうち、次の図面に示す区域から災害

危険区域等を除いた区域 

袖―１４ 袖ケ浦市横田の区域のうち、次の図面に示す区域から災害危

険区域等を除いた区域 

袖―１５ 袖ケ浦市横田、阿部、堂谷、打越、大竹、滝の口、吉野田、

戸国飛地及び百目木飛地の区域のうち、次の図面に示す区域

から災害危険区域等を除いた区域 

袖―１６ 袖ケ浦市三箇、野里、百目木、横田、堂谷及び戸国飛地の区

域のうち、次の図面に示す区域から災害危険区域等を除いた

区域 

袖―１７ 袖ケ浦市高谷及び三箇の区域のうち、次の図面に示す区域か

ら災害危険区域等を除いた区域 



 備考 

  １ 「次の図面」は、省略し、千葉県県土整備部都市整備局都市計画課及び

君津土木事務所並びに袖ケ浦市役所に備え置いて縦覧に供する。 

  ２ 「災害危険区域等」とは、次に掲げる区域等をいう。 

   イ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第３９条第１項に規定する

災害危険区域 

   ロ 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項に規定す

る地すべり防止区域 

   ハ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項に規定する急傾斜地崩壊危険区域 

   ニ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

（平成１２年法律第５７号）第９条第１項に規定する土砂災害特別警

戒区域 

   ホ 特定都市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第５６条第

１項に規定する浸水被害防止区域 

   へ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第８条

第２項第１号に規定する農用地区域 

   ト 農地法（昭和２７年法律第２２９号）第４条第６項第１号ロに掲げる

農地又は同法第５条第２項第１号ロに掲げる農地若しくは採草放牧地

に該当する土地の区域 

   チ 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条第１項並びに第２５条

の２第１項及び第２項に規定する保安林 


